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時及び場所において行う。

写しの交付に係る費用は、モノクロ
１枚（片面）10円、カラー１枚（片面）

できる（郵送料が必要）。

30円、ＣＤ-Ｒ１枚70円等である。

写しの交付に係る費用を徴収したと
きは、領収書を発行する。

写しの交付は、郵送により行うことも

合は、公開決定日と公開実施日の
間に少なくとも２週間を置く。この場
合、公開決定後直ちに、公開決定し
た旨及びその理由並びに公開実施
日を通知しなければならない。

公開は、決定通知書で指定する日

公開日時の調整

              協議

情報提供の検討や、他制度の案内
など、適切な対応をとる。

請求書に記入漏れ等がある場合は

公開・非公開の決定は、請求があっ
た日の翌日から起算して本市の休日

公文書に第三者の情報が記録され
ている場合は、必要に応じて意見
照会を行う（公益上の理由により公
開するときは必ず行う）。

○

公開・非公開の決定に当たっては、
制度の統一的な運用を図るため、
必要に応じて情報公開室と協議

を除き７日（正当な理由により延長す

る場合は20日）以内に行う。

第三者が反対意見書を提出した場

請求者

請求から公開までの事務の流れ（実施機関が保有する公文書の公開請求の場合）

事務担当課 第三者 備考
総合窓口

（情報公開室）

相談・案内

公文書の検索

する。

補正を求め、請求者が期間内に応じ
ないとき、又は連絡が取れないときは

却下するものとする。

郵送、ファクシミリ、インターネットに
よる請求も受け付ける。
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